
 

                           京都市消防局訓令乙第１１号   

各 部   

消 防 学 校   

各 消 防 署   
京都市消防局安全衛生管理規程の一部を次のように改正する。 

平成２５年３月２９日 

                  京都市消防局長 長 谷 川  純   

第１１条第１項各号列記以外の部分中「の各号」及び「救急教育訓練センター及び」を

削る。 

第２７条第１号中「Ｂ２」の右に「，Ｃ１，Ｃ１可」を加え，同条第２号中「Ｄ２」を

「Ｄ１及びＤ２」に改める。 

附 則
 

この訓令は，平成２５年４月１日から施行する。 

（消防局総務部人事課） 


